
１．国の対応
　２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災では
１９６１年の災害対策基本法制定以来はじめて内閣総
理大臣を本部長とする「緊急災害対策本部」が設置
された。大規模災害が発生すると国レベルでは災
害対策基本法に基づき「非常災害対策本部」 ＜ 「緊急
災害対策本」が設置される。あまり知られていない
が１９９５年の阪神・淡路大震災では「緊急災害対策本
部」は設置されていない。その代わりに，それに準
ずるものとして「緊急対策本部」（災害が入ってい
ない）が設置された。阪神・淡路大震災では，災害
対策基本法に基づく組織としては「非常災害対策本
部」が設置されたに過ぎない。これは阪神・淡路大
震災当時は，経済統制等を伴う「緊急事態宣言」が
「緊急災害対策本部」設置の条件となっており，さ
らに「緊急事態宣言」には国会の承認が必要であり，
設置が難しかったことがその理由として上げられ
る１）。阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ，災害対策
基本法の改正が行われ，「緊急事態宣言」無しでも
「緊急災害対策本部」の設置が可能になり，東日本
大震災ではじめて設置される事となった。
　東日本大震災では災害対策基本法に基づく「緊
急災害対策本部」に加えて「原子力災害対策特別
措置法」に基づく「原子力緊急事態宣言」が出さ
れ「原子力災害対策本部」が設置されたが，これ
もはじめての事例である。
　阪神・淡路大震災後の設置さえた緊急対応組織
である自衛隊の災害派遣，緊急消防援助隊，災害

派遣医療チーム（DMAT），広域緊急援助隊（警察）
といった組織も発動され，災害直後から活動が行
われた。このように初動の立ち上げという面では
阪神・淡路大震災の教訓は活かされたと言える。

２．地方自治体の対応
　都道府県レベルでは，災害発生が執務時間中で
あった事もあり，地震発生直後に災害対策本部が
設置された。表１に示す２３の都道府県で災害対策
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廃止設置時間
１５：３０３月１１日北海道
１４：４６３月１１日青森県
１４：４６３月１１日岩手県
１４：４６３月１１日宮城県

４月１９日１５：３４３月１１日秋田県
１８：００３月１３日山形県
１４：４６３月１１日福島県
１４：４６３月１１日茨城県
１４：４６３月１１日栃木県

３月１２日１４：５５３月１１日群馬県
１４：４６３月１１日埼玉県

５月２６日１４：４６３月１１日千葉県
６月３０日１４：４６３月１１日東京都
５月３１日１４：４６３月１１日神奈川県

１５：１０３月１１日新潟県
３月１６日１５：３０３月１１日愛知県
３月１４日１５：３０３月１１日三重県
３月１２日１５：１４３月１１日兵庫県
３月１２日１５：３０３月１１日徳島県
３月２３日１５：４０３月１１日高知県
３月１１日１５：３０３月１１日佐賀県

  ３：５９３月１２日長野県
３月１６日２２：３５３月１５日静岡県

表１　災害対策本部の設置された都道府県
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本部が設置された。災害対策本部が設置されたの
は強い揺れに見舞われた東北・北関東地域だけでは
なく津波の被害が予想された徳島・高知といった四
国の自治体にまで拡がっている。また３月１２日に
長野県，　３月１５日に静岡県で災害対策本部が設置
されたのはその後発生した地震に伴うものである。
　阪神・淡路大震災と異なり県庁が激甚被災地に立
地するということは無く，さらに執務時間中の災害
であったため災害対応組織の立ち上げは迅速に行わ
れた。しかしながら，福島県庁のように県庁の建物
自体の安全性の確認がとれないため別の建物に災害
対策本部を設置したような事例も存在する。
　その一方で岩手県・宮城県の沿岸部では災害対
応の核となる市役所，災害対策棟が津波による被
害を受けて使えない（写真１， ２），さらには岩手県

の大槌町では災害対応の核となるべき町長が津波
で命を失うという事態も発生し，災害対応の立ち
上げに大きな問題が発生した。
　災害対策本部は，　１日に１もしくは２回実施さ
れる首長と幹部職員が集まって災害対応方針の確
認，災害状況の共有を行う「災害対策本部会議室」
と実際の災害対応が実施される「災害対策本部事
務室」，そして自衛隊他の応援部隊の「オペレー
ション室」から構成される。「災害対策本部会議」は
危機管理部門の長の司会で，　１）被害状況，　２）天
候，　３）災害対応状況，　４）他機関からの報告，　５）
活動方針の確認，という流れで３０分程度の短時間
で実施される（写真３）。岩手県では本部会議に加
え，毎朝，活動する県庁・他機関の要員による当
日の行動に関する確認会議が実施されていた。

３．状況認識の統一を目指して
　災害対応を行う上で，災害対応に関わる全ての
関係者が同じ情報に基づいて対応にあたる事，「状
況認識の統一」が重要となる。そのためには，災
害対応の関係者が一堂に会して対応に当たる必要
がある。岩手県，宮城県，福島県では大きな会議
室を利用して災害対策本部事務室が設置され，災
害対応にあたる県職員，自衛隊，海上保安庁，医
療チーム（当初はDMAT），緊急消防援助隊，警察
一堂に会して災害対応が行われ，緊急・応急対応
期は対応に関わる機関間で情報共有を行うことが
可能であった（図１）。しかしながら，災害対応は
県庁レベルのみで行われているのでなく，実際の
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写真１　大槌町役場

写真２　南三陸町の災害対策棟

写真３　岩手県の災害対策本部会議
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活動は被災市町村レベルで実施される。県庁の災
害対策本部には市町村の担当者はおらず，市町村
との情報共有が課題として残されていた。岩手県
の場合，沿岸部の被災地と県庁がある盛岡市が離
れているため被災地の後方支援基地として遠野市
が重要な役割を果たした。
　災害の事後対応は，大きくは命を守るための活動
である「緊急対応」（Emergency Response），避難
所の運営や給水・給食といった「応急対応」（Relief），
そして復旧・復興（Response）から構成され，人命
救助から避難所運営，がれき処理，応急仮設住宅の
建設，復興計画の策定まで多岐にわたる。東日本大
震災では被災地域が広域であり被災市町村全体につ
いて，多岐にわたる事後対応項目の進捗状況を一元
的に把握することが困難であった。そのため，筆者
らのチームは岩手県において図２に示すような情報
認識統一のための情報集約フォーマットを作成し，

事後対応の進捗状況が一覧で把握のための支援を実
施した。この図では列を見ると各対応項目の進捗状
況，行を見ると各市町村の対応の進捗状況を把握す
る事が可能になっている。

４．行政の災害対応の課題
　東日本大震災の事後対応は現在も継続してお
り，ここでは組織の立ち上げ，緊急・応急対応期
までの課題についてまとめる。組織の立ち上げに
ついては阪神・淡路大震災の教訓を活かして迅速
な対応が行われ，命を守る活動も自衛隊，DMAT
等が上手く連携して活動し，ヘリによる患者輸送
も効率的に行われる等，阪神・淡路大震災と比べ
ると格段の進歩を見せた。応急対応においては，
避難所への物資の輸送が滞る等の問題も発生した
が東日本大震災の応急対応期における最大の課題
は燃料不足であった。物資は届いてもガソリンが
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図１　災害対応組織の変遷（岩手県）

図２　状況認識の統一のための情報フォーマット
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不足しているため，末端の避難所まで物資を配達
できなかったのである。
　また，組織運営についての課題としては，根拠
法が異なるため原子力災害への対応と自然災害へ
の対応が別個の組織で実施されている事が上げら
れる。原子力災害による影響が大きい福島県では
国が中心となって運営する「原子力災害現地災害
対策本部」（政府職員を中心に１７０人規模），「福島
県災害対策本部」（県職員が運営）が設置され，さ
らに国の「緊急災害対策本部現地連絡室」が設置
される事となった。多くの組織が設置される事は
「状況認識の統一」を困難にし，ひいては効率的な
災害対応が行われないという結果を招く。発災後
の対応は，ハザードの違いによって，それほど大
きな差は発生せず，今回の教訓を活かしてマルチ
ハザードを対象とした事後対応の仕組みについて
考える必要があると考える。
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